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第１章 計画の構成・期間等 
１．計画の構成 
私たちのまちでは、都留市自治基本条
例において「基本構想」と「基本計画」か
らなる総合計画の策定が規定されていま
す。これに、実際の計画進行管理を円滑
とするため、毎年の予算と計画を連動さ
せながら見直しをしていく「実施計画」
を加え、基本構想、基本計画、実施計画
からなる３層構造を採用しました（図表
１）。 
また、眼前の大きな問題である人口減
少社会や少子高齢化は、すべての地域の
長期的共通課題となるため、この課題解決に向けた将来像を掲げた「基本構想」を、
長期的で普遍的なまちづくりの考え方とし、高次元的に示しながら、その下層におい
て基本計画と実施計画が連動しながら進捗していくという形式を採用し、計画の方向
修正や、新しい施策などを逐次反映しやすいものとします。 
 
２．計画の期間 
第６次都留市長期総合計画のあり方については、団塊の世代が後期高齢者となる、
平成 37（2025）年が地域社会の大きな転換期になるという考え方から、その課題解決
に向けた目標の年次をこの翌年（平成 38・2026 年）に設定します。 
また、まちづくりを主導する市長のマニフェストを完遂するという考え方から、前
期計画３年、中期計画４年、後期計画４年の計 11 年、具体的には平成 28 年度（2016
年）から平成 38 年度（2026 年）を計画期間とし、市長の新任期開始後の１年は計画
見直し期間と位置付けます（新計画策定時は２年間を策定期間とします。）（図表２）。 
 

■図表２ 第６次都留市長期総合計画の計画期間と見直し年次 

 
  

計画年次 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年 平成38年

基本構想

実施計画

基本計画

市⻑任期

計画⾒直 計画⾒直 計画⾒直

前期計画 中期計画 後期計画

市⻑任期 市⻑任期

■図表１ 長期総合計画イメージ 

基本構想

基本計画

実施計画

⻑期的で普遍的なまちづくりの考え
⽅（理念）を構想と位置付け、そ
の⽅向性を高次元的に示す。

「基本構想」を実現するため、推進
すべき施策を体系的、総合的に明
らかにする。

「基本計画」と連動し、具体的事
業と予算の兼ね合いを⾒ながら調
整を重ねる。
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第２章 都留市を取り巻く現状の把握 
１．都留市の「強み」と「弱み」 
わたしたちのまちが置かれている状況を詳細に把握し、その「強み」と「弱み」を
抽出することで、計画期間中にどのような方向性をもって施策に取り組むのかが決定
します。長期総合計画の推進を通じて「強み」を伸ばして魅力あふれるまちにし、「弱
み」を改善して持続可能なまちにしていくこととします。 
 
■首都圏に位置する自然豊かなまち 
私たちのまちは、首都圏に位置し、都心から電車で約１時間 30 分という好立地なま
ちです。また、都心近郊にもかかわらず、富士山の湧水や緑が非常に豊富な、自然豊
かなまちでもあります。こうした「地の利」を活かした施策を実施することで、都心
から多くの人を呼び込むことのできる地域であると言えます。 
 
■地域に根差した大学のある学園のまち 
人口 30,000 人程度の地方都市において、公立の大学を設置しているまちは全国でも
あまり例を見ません。また、私たちのまちでは、大学と地域の交流において非常に緊密
であり、様々な取組が官学民の連携で行われています。特に、教育分野における大学の
果たす役割には多くの市民が期待しており、現在行われている大学連携施策への市民の
評価も高いものがあります。 
また、私たちのまちは若い世代が他の自治体に比べて多く、都留文科大学周辺は若者
の街として賑わっているなど、こうしたまちの魅力は、他地域ではまねのできない私た
ちのまちならではのものであり、都留文科大学は私たちにとって、まさに「宝」と言え
るものです。また、平成 28年４月から健康科学大学看護学部も開学されるなど、「学園
のまち」としての輝きが一層増すことになります。 
 
■歴史・文化息づくまち 
私たちのまちは古くから城下町として栄え、また、山梨県東部地域の政治・経済の
中心地として発展し、江戸初期に幕府の直轄領となるものの、その後も引き続き県東
部地域の要衝の地でした。 
現在、街並みは大きく変わったものの、未だにその面影は息づいており、特に秋に
行われる「八朔祭」などは飾り幕に彩られた大型の祭屋台が繰り出され、大名行列と
あわせて毎年多くの観光客を楽しませています。 
 
■集客力の高い観光施設の立地 
私たちのまちには、「リニア実験線見学センター」という非常に集客力が高い観光施
設が立地しています。これを活かして、観光客を市内へと導く動線を整備することで、
市域全体への交流人口を増やすことが期待できます。しかしながら、この見学センタ
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ーの集客力は平成 39（2027）年のリニア中央新幹線開業までの時限的なものでもある
ので、これを引き金としてリピーターを増やすことや、施設閉鎖後もこの施設に頼る
ことなく、自主自立的な集客能力を高めるために、早めの対策を講じていく必要があ
ります。 
 
■人口減少・少子高齢化の波 
現在、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、地方の人口減少に
歯止めをかけ、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある
社会を維持していくことが喫緊の課題なっており、国においては地方創生の旗印のも
と、平成 27（2015）年度から５カ年の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し
ました。 
全国の自治体でもこの動きに呼応し、平成 27（2015）年度から 5年間の「地方版総
合戦略」を策定し、政策分野ごと基本目標を達成するために講ずるべき施策の基本的
方向や具体的な施策を集中的に実施していくこととしています。 
市独自の人口推計においても、第６次都留市長期総合計画期間が終了する平成 38
（2026）年までには 30,000 人を割り込む計算となっています。今回の長期総合計画
では、この人口減少・少子高齢化を克服するため「地方版総合戦略」と連動し、すべ
ての分野における横断的かつカンフル剤的な取組が求められています。 
 
■経済活動の冷え込み 
統計情報や市民意識調査の結果を見ると、産業関連統計数値の落ち込みや雇用の少
なさ、地元商店活性化などに対して、不満の声が多く見られました。こうした現状に
対しては、まずは特効薬的な役割を果たす大規模企業の誘致が考えられますが、私た
ちのまちにおいては土地利用等の観点から、容易ではないのが現状です。 
こうしたことから、今後は新たな地元密着型の産業創出や第３次産業分野の企業誘
致、耕作放棄地・空き家などのストックを利活用とした産業振興などが求められます。 
 
■生活環境の快適性向上の必要性 
私たちのまちの居住エリアは、市を貫流する桂川の両岸を中心に、５つの沢筋に放
射線状に展開し、その間の往来は山地により遮断されている地形が多いため、交通の
利便性が悪く、特に子どもや高齢者、障がい者などの交通弱者にとっては不便な状況
となっています。今回、長期総合計画のために行った市民意識調査においても、域内
の移動について交通の利便性向上を求める声が多く見られました。 
また、城下町であるものの、歴史的景観を活かした街並み整備などは行われておら
ず、今後は景観の保全に対して力を入れるべきとの声もありました。 
こうしたことから、今後は快適なまちづくりのため、生活環境の充実が求められて
います。 
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■求められる子育て環境の充実 
人口減少や人口流出等に伴う地域課題の解決という視点からは、若い世代、特に子
育て世代の転出防止策や移住促進策が効果的であり、このためには子育て環境や教育
の充実が重要です。 
現在、産科の休診状態が続き、市内での分娩ができない状況となっています。今後、
都留市立病院での産科分娩の再開を目指すとともに、現在妊娠中の方に対して安心し
て子どもを産むことのできる環境を整備することが急務となっています。 
また、ソフト面では長らく待機児童ゼロの状態も続いており、保育サービスについ
ては充実していますが、市民意識調査では「子育て支援体制や環境の整備」や「小・
中学校教育の充実」が求められています。今後とも、市内に立地する教育機関との連
携を含め、都留市ならではの子育て支援施策や教育環境の充実が期待されています。 

 
２．地方創生の流れ 
政府は、「骨太の方針 2014」で示した「50 年後に１億人程度の安定した人口構造を

保持する」との目標達成に向け、平成 27 年度から５年間にわたる「まち・ひと・しご
と創生」に関する目標や施策の基本的方向等を「総合戦略」として示すこととし、地
方ではこれを踏まえ、それぞれの地域で実状に応じた「まち・ひと・しごと創生」に
関する施策についての基本的な計画を定めるように努めることとしています。 
これを受け、市では人口減少・超高齢化社会という危機的な現実を直視しつつ、安
定的な雇用や生活の永続性の担保、教育と文化的風土、自然豊かな環境などの地域資
源の発掘と再評価、子どもから高齢者まで安心して暮らせる社会環境の整備など、持
続的なまちづくりを実現するため、全庁的な組織である「都留市まち・ひと・しごと
創生本部」を立ち上げ、諸施策・諸事業について企画・調整を行っていくこととし、
平成 27 年度から 31 年度を計画期間とする、実践的で効果的な施策から構成した「地
方版総合戦略」を策定しました。 
今回の第６次都留市長期総合計画においては、この「地方版総合戦略」と方向性を
同じくし、両輪で人口減少・少子高齢化の克服に向けた不断の取組を進めていきます。 
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第３章 基本理念 
基本構想を定める際の理念として、普遍的であり、かつ、私たちすべての人が共
有できるものとして、平成 20 年 12 月に制定した「都留市自治基本条例」の前文の
一部を掲げます。 
 

私たちを取り巻く社会は、めまぐるしく変化し続けています。私たち市民は、こうした変化

に的確に対応し、一人ひとりが持てる力を発揮し、互いを認め合い、支え合い、日々の暮

らしが喜びと希望にあふれ、心の豊かさが実感できるまち都留市を目指します。 

そのためには、市民、議会及び市が手と手を取り合い、共に考え、共に行動し、共に

創るまちづくりを進めていく必要があります。 

私たちは、市民自らが考え、行動し、決定することを基本とし、都留市民憲章の精神

のもと、すべての市民が一体感を持ち、子どもから高齢者までの誰もがまちづくりの担い

手となって、協働のまちづくりを推進し、市民自治を実現します。 

 
 
第４章 都留市の将来像 
都留市の現状と基本理念を総合的に捉え、平成 38（2026）年に実現をめざす私たち
のまちの将来像を、次のとおりとします。 
 

ひと集い 学びあふれる 

生涯きらめきのまち つる 
 

新たな産業の創出や、移住・定住の支援、そしてまた、豊かな地域

資源を活かして、まちの魅力を最大限に引き出すことにより、多くの人々

がこの地に集い、自分らしい暮らし方を発見します。 

そして、この地で生活する人すべてが、生涯を通していきいきと学び、

自己のため、家族のため、そして、まちのために活躍し、相互に高めあい、

いつまでも元気で、きらめく人生を送れるようなまちの姿を目指します。 
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第５章 都留市の将来見通し 
１．人口 
直近の傾向（移動率、出生率、生存率等）を基に、市の将来人口を推計すると、総
人口は、平成 12（2000）年のピークを境とした減少に今後も歯止めはかかることはな
く、平成 34（2022）年から平成 35（2023）年頃にかけて 30,000 人を切る予想となり
ます。その後も減少を続け、計画の最終年である平成 38（2026）年には、市の人口は
28,659 人まで減少をする予想となっています（図表３）。この人口減少の主な原因は、
若い世代が仕事を求めて市外へ転出していくことと、晩婚化の進展も相まって、子ど
もの数が減少していることにあります。 
こうした状況に対し、第６次都留市長期総合計画の実施により、転入転出者の均衡
（年間転入者－年間転出者＝±０人）を図り、かつ、子どもの出生率を上げていくこ
とで、 

計画終了年に人口３万人を維持するまちを目指します。 

 

■図表３ 都留市の人口推計と人口維持目標値 

 

出典：国勢調査、都留市人口推計 
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２．産業 
（１）第１次産業（農業） 
農業をはじめとする第１次産業は、就業者数がわずか 1.4％である上、農家数は年々
減少し、比例して農業産出額も減少を続けています。最新の統計データのある平成 18
（2006）年までの農業算出額の傾向を基に近似値を算出し、計画終了年までの推計を
すると、現状のまま推移した場合には、計画終了年（平成 38・2026 年）には、平成
18（2006）年（４億 6,000 万円）と比較して 46.7％（２億 1,500 万円）にまで落ち込
むことが予想されます。この背景には、農業従事者の高齢化などがあり、市内の耕作
放棄地率は、平成 22 年現在で 27.6％近くにまで達しています。 
こうした状況に対し、第６次都留市長期総合計画に位置付ける農林漁業振興施策等
を積極的に行うことにより、耕作放棄地の減少や、第１次産業関連団体の立ち上げ支
援などを通じ、若年層の就農などを後押しすることで、さらなる農林漁業の振興を図
り、農業産出額の維持・向上を目指します。 

 
（２）第２次産業（工業） 
これまでの工業の製造品出荷額を見ると、世界の経済動向がダイレクトに反映され
ている状況であり、上昇・下降を繰り返しながらも、全体的な製造品出荷額は減少の
傾向にあります。最新の統計データのある平成 24（2012）年までの製造品出荷額の傾
向を基に近似値を算出し、計画終了年までの推計をすると、現状のまま推移した場合
には、計画終了年（平成 38・2026 年）には、平成 24 年（549 億 1,410 万円）と比較
して 86.5％（475 億 3,232 万円）にまで落ち込むことが予想されます。 
こうした状況に対し、第６次都留市長期総合計画に位置付ける地場産業の支援、産
業連携の強化、農産物の加工など、新たな第２次産業の創出支援を積極的に行い、本
市の基幹産業である第２次産業のさらなる振興を図り、製造品出荷額の維持・向上を
目指します。 

 
（３）第３次産業（商業） 
これまでの年間商品販売額の推移を見ると、減少傾向にあり、その減少幅も非常に
大きいことがわかります。最新の統計データのある平成 23（2011）年まで年間商品販
売額の傾向を基に近似値を算出し、計画終了年までの推計をすると、現状のまま推移
した場合には、計画終了年（平成 38・2026 年）には、平成 23（2011）年（368 億 6,111
万円）と比較して 38.6％（142 億 1,984 万円）にまで落ち込むことが予想されます。
これは、人口減少の影響や、他市町村への大型小売店舗出店などにより、市民が市外
での購買を行っていることで、市内の消費が落ち込んでいるものと考えられます。 
こうした状況に対し、第６次都留市長期総合計画に位置付ける商業振興施策等を積
極的に行うなどして、中心市街地にある地元商店の魅力を高め、観光客も含めた集客
力の向上を図り、年間商品販売額の維持・向上を目指します。  
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３．土地利用 
私たちのまちは、総面積 161.63k ㎡と、県内では中位ほどの広さを持っています

が、市域の約 84.3％が林野面積となっており、人が住み得る面積あたりの人口密度
では、県内で６番目に人口が密集している地域となっています。 
また、土地の用途にも制限があり、工場の誘致や大型公園の整備など、大規模な

土地を利用する施策の実現は、面的な理由から容易でないのも事実です。 
こうしたことから、今後は既存インフラの活用などを通し、下記の観点から土地

利用を進め、快適なまちづくりの実現に努めることとします。 
 
（１）宅地 
市内では、人口減少が続いて

いるものの、宅地面積は増加し
ています。宅地には、工業用地
や商業用地も含まれますが、増
加の大半は、都留文科大学学生
向けのアパートや核家族化によ
る新築住宅や賃貸住宅の建設に
よる住宅用地の増加によるもの
とみられ、農用地が宅地へと転
用されている状況です（図表
４）。 
 
①住宅用地 
宅地のほとんどは住宅用地として利用されていますが、人口減少の進む現在にあ

っても住宅用地が増加しているということは、核家族化の進展や単身生活者の増加
を意味しており、今後、人口層の高齢化と相まって、市内の空き家が増加すること
が想定されます。 
常時人の住むことのない空き家の増加は、地域コミュニティの崩壊や景観の悪

化、防災上の危険性など、さまざまな課題を顕在化させることとなります。このた
め、空き家や空き地を活用した施策の推進などを積極的に行い、快適な生活環境を
維持していきます。 
 
②工業用地・商業用地 
私たちのまちにおいては、大規模な工場の立地は昭和 50 年代に集中して行われま

したが、昨今の経済状況も相まって、今後とも大規模企業の誘致や開発はなかなか
難しい状況にあります。 

■図表４ 宅地と農用地の推移 

出典：土地利用現況把握調査 
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また、商業用地についても、現在までに行われた「田原土地区画整理事業」や
「井倉土地区画整理事業」などにより、計画的かつ集団的に確保されてきました。
しかしながら、経済活動の根幹をなす工業と商業については、ある一定の用地規模
の確保が必要であるため、計画的な誘致・起業施策を連携させ、地域経済の維持を
図ります。 
 

（２）農用地 
宅地の項でも記述したとおり、市内においては農用地の宅地転用が続いていま
す。 
私たちのまちは、県内でも第１次産業の従事者が少ない（1.4％）地域であり、水
稲・野菜の栽培が主となっていることに加え、広大な農地確保が難しいことから、
生計を立てるための産業としては難しく、このことが農業人口の減少に繋がり、農
用地の宅地転用が進んでいるものと思われます。 
しかしながら、食の安全や地産地消が叫ばれる昨今において、第１次産業の重要
性は増す傾向にあります。このため、農林産物の流通経路確保など、個の生業とし
て成り立たせるとともに、農業生産体制の組織化など、生産力と販売力の向上に向
けた積極的な施策を展開することにより、農用地の維持と耕作放棄地の活用を進め
ます。 
 
（３）林野 
林野面積については、市域の 84.3％を占め、その面積にもほとんど経年変化はな
く、今後も大規模な林野開発は行われないものと思われます。 
しかし、林野については、防災機能や、市を貫流する桂川の下流域で生活する
方々の生活用水を涵養する重要な役割を担っているため、今後開発の必要があった
際には、その目的や手法などをよく検証し、林野が有する機能を損なわないように
するとともに、「都留市里地里山里水の保全及び活用に関する条例」（平成 25 年条例
第 23 号）に則り、豊かな自然環境の保全を図ります。 
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第６章 まちづくりの方向と行政運営方針、推進体制 
１．まちづくりの方向 
私たちは、私たちのまちのあるべき将来像を実現するため、次の６つのまちづくり

の方向を定め、取り組むこととします。 
 

 
産業・基盤分野 「創ります！しごととくらしの充実したまち」 

 
産業は、このまちに暮らすすべての人々の生活を支えるものであり、まちの賑わい

を生み出す重要な役割を担っています。このため、新たな産業や雇用を創出するとと
もに、地場産業の振興を図り、活気あふれるまちを目指します。また、自然や歴史的・
文化的資源など魅力を磨き上げ、このまちの魅力として内外に発信し、観光産業の振
興に繋げます。さらに、暮らしと産業の基盤であるインフラについても計画的・効果
的に整備し、都市機能を充実します。 
 
 

福祉・子育て・健康分野 「育みます！優しさと元気のまち」 
 
私たちのまちに生活するすべての人がいきいきと暮らすことのできるまちを目

指し、高齢者をはじめとする社会的に不利な状況（立場）にある方々への支援策を
充実させるとともに、次代を担う子どもたちを生み育てる環境を整備します。また、
市民一人ひとりが健康寿命を延ばし、可能な限り住み慣れた地域でその人らしく暮
らし続けることができるまちにします。 
 
 

教育分野 「輝かせます！学びあふれるつるのまち」 
 
私たちのまちの最大の特長である大学との密接な連携や、城下町という誇り高い歴

史文化を活用し、子どもから高齢者までのすべての人が学び、教えることによって、
誰もが地域の教育力向上に貢献できるまちにします。また、未来を担う子どもたちが、
心身ともに健やかに、そして人間性豊かに育ち、「生きる力」を身に付けられるよう、
学校教育を充実します。 
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生活・環境分野 「繋ぎます！人と自然がいつまでも輝くまち」 

 
私たちと共存している環境は、今ここに生きる私たちだけのものではなく、将来

の世代にわたって享受されるべきかけがえのない資源です。このため、一人ひとり
が環境負荷を軽減し、持続的な発展が可能となるようなまちを実現します。また、
自然とまちの機能がバランスよく調和した、だれもが安全で快適に暮らせる魅力あ
るまちづくりを目指し、環境や景観の保全に努めます。 

 
 

安心・安全、コミュニティ分野 「紡ぎます！人と人のつながりのまち」 
 
市民が安心して暮らせるために、防災や防犯に強い体制を整備するとともに、情報

の共有化を通じて、一人ひとりの防災・減災意識や防犯意識を向上させます。また、
地域の誰もが思いやりと支え合いの心を持ち、助け合えるコミュニティを目指して、
市民活動への参加やネットワークづくり、活動の場の提供など、協働の環境づくりを
支援し、地域力を向上させます。 

 
 

⾏財政分野 「実⾏します！新しいステージへ」 
 
行政が保有する知的・人的資源は、市民との共有物であるという認識に立ち、今あ

る資源を有効に活用するとともに、企業感覚を導入した新しい経営手法などにより、
安定的かつ効率的な地域経営を進め、次の世代へ引き継いでいける行財政基盤を作り
ます。また、時代のニーズや社会の変化に柔軟かつ迅速に対応する組織づくりと新た
な行政課題を解決していく創造力と行動力を備えた職員の育成に取り組み、質の高い
行政組織を目指します。 
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リーディング・プロジェクトの設定 

 
これまで、長期総合計画における重点事業は、毎年各課において予算策定時までに

「重点施策」として選定し、予算と連動させながら実施してきました。しかしながら、
人口減少・少子高齢化が急進するこれからの時代にあっては、毎年重点事業を選定す
ることよりも、社会変化を的確にとらえながら、戦略的な視点を持って中長期的な取
組を行っていくことが重要と考えます。こうしたことから、第６次都留市長期総合計
画は、基本計画の期間ごとに力を入れるべき事業を「リーディング・プロジェクト」
として設定し、庁内横断的に取り組むことで、大きな成果を上げることを目指します。 
 

 

■リーディング・プロジェクト
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２．行政運営・協働の方針 
行政は市の課題解決や地域経営の主な役割を担っていくという観点から、戦略的な
地域づくりを進めるための取組を進めていく必要があります。 

 
■情報の共有 
市民自治を発展させ、まちづくりを支える多様な主体が共に地域の課題を解決して
いくためには、行政の保有する市政に関する情報や、地域の情報、市民の意識やニー
ズなど、さまざまな情報をすべての主体が共有しながら、参画と協働の取組を進めて
いくことが重要です。 
また、市民から信頼され、公平で公正な開かれた行政を実現するため、市民ニーズ
に即した市政情報を公開・発信することにより、行政としての説明責任を果たすとと
もに、市民の多様なニーズや地域のさまざまな情報を的確に把握し、市政に反映させ
ていくことが求められています。 
 
■参画の仕組み 
まちづくりに向けた取組を進めていく上では、市民や多様な主体が参画できる仕組
みを構築していくことが大前提となります。このため、市民生活などに大きな影響を
及ぼすと考えられる重要な計画策定や条例制定などの機会には、行政は説明責任を果
たし、わかりやすい情報の提供を行うとともに、市民意見をうかがう場の設定を行う
など、双方向で意見交換を行いながら、市政へ参画する機会の拡充を図らなければな
りません。 
これからは、より開かれた仕組みとして市民参画の機会を充実し、政策決定する過
程の中で市民がいつどのような方法で参画できるかを分かりやすく示すとともに、市
民からの意見に対して、市としてどのように対応したのか、その内容についても説明
していくことが求められています。 
 

■協働への仕組み 
私たちのまちでは、市内７地域に「地域協働のまちづくり推進会」という市民活動
組織があり、各地域において多様な活動を、10 年以上にわたって展開しています。今
後、こうした組織が地域サービスの担い手としての自立性を一層高めるためにも、行
政と市民のパートナーシップにより進めていく「協働」という視点の継続は絶対的に
欠かせないものです。 
また、こうした団体だけでなく、すべての市民が地域を経営するという考え方を共
有することが重要だと考えられます。このため、行政・市民双方の情報の積極的な提
供・共有方法の確立と、それぞれが果たすべき役割の明確化を一層進める必要があり
ます。 
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３．計画の推進体制 
（１）目標の設定と計画進捗管理指標 
「第６次都留市長期総合計画」では、前中後期の３つの基本計画のそれぞれが終了
する年を目標として、基本政策ごとにアウトカム（成果）を重視した数値指標を設定
します。また、人口減少・少子高齢化社会へ即応するために設定する「リーディング・
プロジェクト」では、計画の進捗をマネージメントするため、その達成過程に重要業
績評価指標（ＫＰＩ・Key Performance Indicators）を設定します。このＫＰＩはい
わゆる数値目標とは別のものとして、計画自体の進捗度をマネージメントするための
活動指標群であり、年度ごとのＫＰＩ数値の比較をしながら改善を加えていく形とな
ります。 
 
（２）ＰＤＣＡサイクルの構築 
数値目標の達成度や、ＫＰＩ
などの数値を測定するととも
に、効果を検証するための全体
的な仕組みとして、明確な「Ｐ
ＤＣＡメカニズム」を採用しま
す。このＰＤＣＡは、Ｐｌａｎ
（プラン・計画）、Ｄｏ（ド
ゥ・実行）、Ｃｈｅｃｋ（チェ
ック・評価）、Ａｃｔ（アク
ト・改善）の頭文字をとったも
ので、各段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する仕組みです（図表
５）。 
 
（３）部課横断的組織の設置 
組織としての各部や各課、また、各担当における専門分野的な取組はもちろんの
こと、庁内には、様々な施策を推進するために、部課横断的な「企画推進局」を設
けます。また、この下部組織には実務を担う「企画専門班」を設置し、今回の長期
総合計画を着実に推進していくため、リーディングプロジェクト（主要施策）とし
て位置付けられた施策ごとに「企画専門班」を立ち上げ、各部・課・担当間の連絡
調整を取りながら、横断的に計画を推進していきます。 

Plan
・計画策定

Do
・計画実施

Check
・KPIによる評価
・アウトカム指標の達成度

Act
・評価を基とした改善策検討
・新たな⽅向性決定

１年ごとのサイクル

各基本目標に設定した
アウトカム指標の達成

計画終了時

■図表５ 都留市総合戦略の評価検証の仕組み 
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